
【松江市地域公共交通網形成計画　進捗管理一覧表】■基本方針大項目：Ⅵ　利用促進

主体 支援

■ノーマイカー運動の推進
　（再掲）

・ノーマイカーデー、ノーマイカーウィーク等、
『ノーマイカー運動』の意識が定着するような
　施策を継続して検討・実施する
・松江市一斉ノーマイカーウィークのさらなる
　充実を図り、参加者数の一層の増加を図る
　（企画の拡充・インセンティブの付与等）

◎
企業
市民
行政

バス
実施

○

・｢松江市一斉ノーマイカーウィーク」実施(H21～毎年継続実施)
　　＜参加事業所・のべ参加者数＞
　　　H23：101事業所/約2,600人　H24：111事業所/約3,100人
　　　H25：104事業所/約3,900人　H26：105事業所/約2,700人
　　　H27：112事業所/約2,300人　H28：144事業所/約2,700人
　　　H29：150事業所/約4,100人

■事業所ＭＭの継続・拡大

・公共交通（バス）利用の取り組みが顕著な事
　業所への表彰制度を継続するとともに、公共
　交通利用への意欲を高めるインセンティブ
　（見返り）制度等を検討・導入する
・市内の事業所への情報提供・ＭＭ等を通じた
　公共交通利用の働きかけを継続して実施する ◎

行政
バス
企業
市民

－
実施

○

・松江市一斉ノーマイカーウィーク参加事業所に対し、事前・事後の
　アンケートによるMMを継続して実施（H21～）
・事業所への個別訪問による参加依頼を実施（H24～：約30箇所/年）
・参加事業所の表彰制度を創設・表彰実施（H23～）

■学校対象バス乗り方教室やＭ
　Ｍの実施

・小学生を対象とした｢バスの乗り方教室｣を継
　続的に実施していく
・高校生を対象とした、バスの利用方法や各高
　校への通学路線・時刻表等の情報、さらに公
　共交通について考える機会となるような情報
　誌を作成し、卒業前の中学3年生および高校
　生に配布する

◎
バス
行政
市民

－
実施

○

・各小学校へ開催希望を問い合わせ、「バスの乗り方教室」を実施
　
　　H23：14校/852人　H24：8校/636人　H25：6校/508人
　　H26：  9校/742人　H27：7校/832人　H28：４校/347人
　　H29：  3校/361人

■高齢者、障がい者対象のバス
　乗り方教室の開催

・｢バスに乗ってみませんか事業｣とのタイアッ
　プにより、高齢者、障がい者等を対象とした
　｢バスの乗り方教室｣の希望を募り、計画的に
　実施していく ◎

バス
行政
市民

－
実施

○

・高齢者クラブ連合会、公民館単位で希望を募り「バスの乗り方教室」を開催
　
　　H23：　4箇所/  52人　 H24：  6箇所/130人 　H25：  5箇所/131人
　　H26：31箇所/694人　 H27：28箇所/612人    H28：24箇所/549人
　　H29：18箇所/477人
・H26からは､路線バス事業者が実施主体となった「バスに乗ってみまんか事業」
　の実施により実施箇所数、参加者数が大幅に増加

■住民ＭＭによる利用促進

・モデル地域を設定し、地域住民（世帯）を対
　象とするアンケート形式のＭＭを実施し、結
　果を検証しながら順次拡大させていく
・転入者対象のＭＭを引き続き実施していく ◎

行政
市民

－
実施

○

・モデル地域等でのＭＭの実施
　　H20：法吉地区（900世帯）
　　H21：古志原地区（1,455世帯）、高校2年生（11校/2,116人）
　　H22：川津地区（3,300世帯）
　　H23：城東地区（1,551世帯）
・｢どこでもバスブック(プロジェクトゆうあい提供)｣を市外からの転入者に配布

■ＪＲ松江駅等、交通案内員の
　配置

・交通や観光等の案内員（交通コンシェルジュ）
　を養成して、主要ターミナルに配置し、路線
　・乗り場、時刻等の情報案内を行う ◎ 行政 バス

実施

○

・松江駅バスターミナルにバス案内人を配置し、市民や観光客へバス路線・乗り場、
　時刻等の情報提供を実施（H21～H23）
　＊H23年度末で配置を休止

■わかりやすい行き先表示・案
　内

・行き先表示については、わかりやすい路線系
　統への再編と併せ、改善を行う（経由地の異
　なる行き先への表示方法の統一を含む）
・観光地を含む主要施設を経由する便について
　は、行き先に併せ経由地を時刻表および車両
　に表示する
・バス停の名称を精査し、必要に応じて利用者
　・観光客の視点で見直しを行う

◎ バス 行政
実施

○

・バスの行先番号の表示を統一
　＊一畑バス、市営バスともに行先番号を2桁番号で統一。行先が同じで
　　経由地が違う系統が多い市営バスは経由地による枝番号を設定
・八重垣神社を経由するバスの前面に「八重垣神社経由」を表示
・松江城の国宝化にあわせて、H29.4月から最寄りバス停の名称を「県庁前」
　から「国宝松江城県庁前」に変更

②
一畑バス・市営バ
ス共通の時刻表・
路線図の作成

■一畑バス・市営バス共通の時
　刻表･路線図の作成･設置

・一畑バス、市営バス共通のわかりやすい時刻
　表、路線図を作成し、バス停、ターミナル等
　に設置する ◎ バス 行政

実施

○

・松江駅北口の壁面に路線情報の一括案内板を作成･掲示（H21～H27）
・主要バス停等にて市営バス・一畑バスの共通時刻表を作成･掲示

③

インターネット・
携帯電話等による
運行情報提供の充
実

■インターネット・携帯電話等
　による運行情報提供の充実

・バス事業者のホームページによる情報提供の
　改善・充実を図る（事業者間のわかりやすい
　相互リンク、情報提供方法・操作方法の共通
　化等）
・スマートフォンを利用した、バスのリアルタ
　イム運行情報提供サービスを導入する

◎ バス 行政
実施

○

・各バス事業者がそれぞれ自社ホームページにて、路線図・時刻表・運賃等の
　情報を掲載
・｢ぐるっとバスなび」による情報提供を実施（H13.10月～H27.3月)
・｢バスネット」による情報提供を実施（H27.11月～）
・インターネットの各種路線検索システムに対応（H28～：市営バス・一畑バス）
・スマートフォンを利用したバスのリアルタイム運行情報提供サービスの導入に
　向けて、バス事業者・行政で検討を進めている

④
路線・ダイヤ等の
周知・広報の徹底

■インターネット、新聞広告、
　チラシ等による情報発信の充
　実

・インターネット、新聞広告、チラシ、市の広
　報等、様々なメディアを適切に組み合わせ、
　公共交通（バス）の現状や利用促進に関する
　情報発信を行う
・市民会議のホームページを活用した情報発信
　および意見収集を行う

◎
バス
行政
市民

－
実施

○

・必要に応じて情報提供を実施
・特にノーマイカーウィークの実施にあたっては、積極的な広報活動を展開
・H29からは市民会議Facebookを開設し、公共交通にちなんだイベントや
　運行情報の提供開始

⑤
観光客への情報提
供の充実

■観光ルートの公共交通情報等
　の提供

・観光客向けの時刻表を作成し、観光案内所等
　で配布するとともに松江市や松江観光協会の
　ホームページ等に掲載する
・バスターミナルおよびバス停の外国語併記を
　継続して進める
・レイクラインおよび観光地付近のバス停を、
　観光地にふさわしいデザインに改善し、観光
　地までのアクセス情報を掲示する

◎
バス
行政

－
実施

○

・松江駅バスターミナルへのバス案内人の配置（H21～H23）
・松江しんじ湖温泉駅に主要観光地方面別時刻表を作成･掲示（H20～）
・市内主要バス停（30箇所）に4カ国語の外国語表記を実施（H23）
・ぐるっと松江レイクラインのガイドマップをリニューアル（H27）

引き続き実施

引き続き実施

引き続き実施

引き続き実施

引き続き検討・実施

実施状況・現状

(1)
企業・住民等
への働きかけ

市民へのバス利用
の働きかけ

②

①
企業等へのバス利
用の働きかけ

中項目 小項目
実
現
性

今後の予定

交通案内・情
報提供の充実

(2)

交通案内の充実①

引き続き実施

具体の施策項目 実施方針・実施内容
役割分担

引き続き検討・実施

引き続き検討・実施

引き続き検討・実施

引き続き実施

引き続き実施

〔実現性〕◎：すぐに実施可能 ○：条件がクリアされれば実施可能 △：中長期的課題
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【松江市地域公共交通網形成計画　進捗管理一覧表】■基本方針大項目：Ⅵ　利用促進

主体 支援
実施状況・現状中項目 小項目

実
現
性

今後の予定具体の施策項目 実施方針・実施内容
役割分担

〔実現性〕◎：すぐに実施可能 ○：条件がクリアされれば実施可能 △：中長期的課題

■バス停上屋、ベンチの設置

・上屋については、市の設置基準を満たすバス
　停においては利用実態等を勘案し、優先度の
　高いバス停から設置を進め、基準未満のバス
　停においては、町内会・自治会等への補助制
　度の周知を徹底し、地元が主体となった整備
　を促進する
・ベンチについても、道路管理者との調整を図
　りながら市による設置を進めるとともに、地
　元・バス事業者による設置を促進する

◎
市民
行政
バス

－
実施

○

・バス停環境の改善の実施
　 ＜市設置＞H23：宇井渡船場　H24：東生馬　H26：茶山　H29：裁判所前
　 ＜地元設置＞H25～H29：上屋新設・改修計14箇所
　　　　　　（地元設置分には市より補助金を交付）

■バス停照明の設置

・既存の防犯灯設置補助金制度での対応を継続
　していく

◎
市民
行政

バス
実施

○

・防犯灯設置補助金（町内会・自治会等に対する補助金）制度で対応しているが、
　設置実績はなし
　＊設置後の電気代･修繕等負担の問題があり、道路管理者による設置は困難

■バス停の清掃管理

・バス停は地元、バス事業者等の協働で管理し
　ていく
・啓発活動等を通じて、バス停の利用者マナー
　の向上を図る

○
市民
バス

行政
実施

○

・一部のバス停において、地元自治会、バス事業者、市が随時清掃を実施
・H29年3月と8月、市民会議の利用促進・サービス向上部会により、松江駅、
　県民会館前バス停の清掃活動を実施
・利用者マナーの向上に対する啓発等をバスの乗り方教室等で実施

①
バス停周辺の歩道
整備

■バス停周辺の歩道整備

・乗降しやすいバス停への改善を継続的に進め
　ていく

◎ 行政 －
実施

○

・各道路管理者において継続的に実施中

②
バス停付近の駐輪
場整備

■バス停付近の駐輪場整備

・優先的に整備すべきバス停を検討・選定の上、
　公共施設や商業施設とも連携しながら、バス
　停付近に自転車が駐輪できる環境整備を実施
　する

○ 行政 バス
実施

○

・バス停近辺に駐輪場があるバス停は、以下の通り、ごく限られている
　・松江駅、松江しんじ湖温泉駅、川津、乃木駅、平成町車庫、八束町・由志園入口、
　　恵曇連絡所、八雲車庫、玉造温泉、竹矢、武内神社前

■ノンステップバスの導入

・バス車両更新の際には、可能な限りノンステ
　ップバスを導入する
・ノンステップバスの運行便を時刻表に併記す
　る等、ノンステップバスの運行情報の提供を
　行う
・ノンステップバスが通行できない道路（踏切
　等）の改善整備を進める

◎ バス 行政
実施

○

・ノンステップバスの導入状況（H30.５月現在：松江市内走行車両）
　　市営バス：57台中33台（58％）　一畑バス：55台中20台(36％)
　　日ノ丸バス：13台中13台（100％）
・コミュニティバスの補助ステップ付車両の導入状況（H30.5月現在）
　　総台数42台中30台（71％）
※ノンステップバスの運行情報を求める利用者要望がある

■バス停のバリアフリー化

・段差や傾斜の解消等、バス停のバリアフリー
　化を継続的に進めていく

◎ 行政 －
実施

○

・バス乗降時に生じる歩道との段差の解消等を、各道路管理者により
　継続的に実施中（特に走行環境改善部会おいて調査の上、改善要望
　を行った箇所については優先的に実施）

■市民のバリアフリー意識の啓
　発

・広報やMMを通じて、継続的に市民のバリア
　フリー意識の啓発を行っていく

◎ 行政 バス
実施

○

・バスの乗り方教室等を通じて、バリアフリー意識の啓発を実施

(6)
■乗務員の接遇・運転技術の向
　上

・継続的に乗務員の研修・教育を実施し、知識
　・技術および意識の向上を図る
・接遇サービスについては、特に留意し乗務員
　教育に努めていく
・乗務員のみならず、窓口対応・電話対応につ
　いても向上を図る

◎ バス －
実施

○

・各事業者において乗務員の研修・教育を実施
　（中国運輸局島根運輸支局主催研修への参加、独自研修会の開催・
　　継続的な接遇教育・運転技術教育の実施等）

■環境に優しいバス車両の導入

・環境に優しいバス車両の導入を適宜検討して
　いく

△
バス
行政

－
実施

○

・天然ガス車の導入状況：市営バス4台（H16,17年度に各2台導入）
　＊耐用年数経過車両は順次廃車（4台廃車済み（H13,14年度導入））
・市営バスにてハイブリッドバスを導入（H28年度　2台）

■環境に優しいバス・鉄道のＰ
　Ｒ

・環境に優しい移動手段として、インターネッ
　ト、市の広報等を通じてバス、鉄道のＰＲを
　行っていく ◎

バス
行政

－
実施

○

・松江市一斉ノーマイカーウィーク等で、環境負荷の小さい公共交通の利用促進をＰＲ
・H29年11月、松江市環境フェスティバルに市民会議ブースを出展

(8)

(9)

引き続き実施

引き続き検討・実施

引き続き実施

引き続き実施

H30年度は、サイクル＆バスライド社会実験
を実施予定

引き続き実施

引き続き実施

引き続き実施

(4)
徒歩・自転車
との連携強化

(7)

①

環境対策

(5) バリアフリー化の推進

引き続き実施

(3)

イベント・キャンペーン等の開催

実施

○

企画キップ等の取り組み

バス待合環境
の充実

バス停への上屋・
ベンチの設置

・市民や企業の参加を募り、バス事業者間で連
　携を取りながら、利用促進につながる企画等
　を積極的に実施していく
・｢バスに乗ってみませんか事業｣等、現在バス
　を利用していない人が利用してみようと思う
　きっかけとなるようなキャンペーンの継続、
　拡大を図っていく
・｢とってもお得バス利用事業｣等、市民会議が
　主体となったキャンペーンの継続、拡大を図
　っていく

・お得な定期券サービスの実施
　・｢松江だんだんパス｣､｢のりほSP｣､｢土日祝ワイドフリー制度｣､｢環境(エコ)
　　 定期制度｣（市営バス）
　・｢子育て応援カンガルーパス｣（一畑バス）
　・｢一畑バス･市営バス共通ファミリー定期制度｣の導入（市営バス･一畑バス）
　・｢夏休み応援定期券｣の販売（H28：市営バス･一畑バス･コミュニティバス）
・お得な乗車券の販売
　・｢縁結びパーフェクトチケット｣（市営バス･一畑バス･一畑電車ほか）
　・｢レイクライン1日乗車券｣､｢松江乗手形｣（市営バス）
・とってもお得バス利用事業の実施（H22～。H26.9月～制度拡充）
・バスに乗ってみませんか事業の実施（H26.10月～）
・バスまつりの開催（H22～毎年開催：市営バス・一畑バス共催）

■企画キップ･イベント･キャン
　ペーン等の開催の取り組み

バス
市民
企業
行政

－◎

利用者対応の向上

引き続き実施

引き続き実施

引き続き検討・実施
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